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在職老齢年金（年金支給停止）制度の経緯 

○ 導入の背景等 

 厚生年金制度の老齢年金は、昭和29年にほぼ現在の姿になって以来、支給開始

年齢要件に加え、「退職」を支給要件としており、在職中は年金を支給しないこと

が原則であった。 

○ 在職老齢年金導入の経緯 
 
  しかしながら、高齢者は低賃金の場合が多く、賃金だけでは生活が困難であったため、 
 
  ・ 昭和40年、65歳以上の在職者にも支給される特別な年金（在職老齢年金）を新たに創設

（年金を８割支給する制度）。 
 
  ・ 昭和44年には、在職老齢年金を60歳台前半にも拡大（支給割合 ８、６、４、２割の４段階）。 
 
  ・ 昭和50年には、60歳台前半の在職老齢年金の支給制限を緩和するため、同じ賃金であ

れば、原則、支給割合が増加するようにした上で、支給割合を８、５、２割の３段階に改正。  
 ⇒ 以降、  

     ① 働いても年金が不利にならないようにすべき（就労を阻害しない観点）、 

     ② 現役世代とのバランスから、一定の賃金を有する高齢者については給付を制限すべき

（現役世代の負担に配慮する観点）、 

  との相反する要請の中で見直しが行われてきた。 

１．現状 
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＜その後の主な改正の経緯 ＞ 

       ○：就労を阻害しない観点の見直し、●：現役世代の負担に配慮する見直し 

（改正）  60～64歳 65～69歳 70歳以上 

昭和 

60年  
○ 65歳以上は年金を全額支給 

平成 

元年  

○ 60歳台前半の在職老齢年金の支給割合
を８割～２割の７段階に。 

 

 

 

平成 

6年  

○ 60歳台前半について、賃金の増加に応じ、
賃金と年金の合計額がなだらかに増加す
るよう改正。（ただし、一律２割の年金停止）  

平成 

12年  

● 在職支給停止の仕組み
を導入（ただし、60歳台前
半より緩やかな支給停止
の仕組み）。  

平成 

16年  
○ 在職中に一律２割の年金を停止する仕組
みを廃止。  

● 60歳台後半と同様
の在職支給停止の
仕組みを導入（ただ
し、保険料負担なし）。 

（注）報酬比例部分の支給開始年齢引上げ（男子は2025年（平成37年）、女子は2030年（平成42年）までに65歳まで引
上げ）に伴い、60歳台前半の在職老齢年金制度はなくなる。 

※この支給方法では、賃金が増えても、
賃金と年金の合計額が増えず、減る場
合もあり。 

在職老齢年金の支給割合８割・５割・２割の３段階 
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≪これまでの制度改正における審議会の意見と見直し内容≫ 

 【在職老齢年金制度】 

60歳台前半について、賃金の増加に応じ、賃金と年金の合計額がなだらかに増加す

るよう改正＊。 

（平成６年） 

＜『国民年金・厚生年金保険制度改正に関する意見』（平成５年10月12日年金審議会） ＞  

厚生年金の在職老齢年金については、高齢者の就業意欲を阻害しないよう、年金と賃金の合計

が、賃金の上昇に応じて増加するように仕組みを改めるべきである。 

なお、この際、高齢者の賃金水準や、年金受給者が受ける年金と賃金の合計と年金を支える現

役世代の賃金とのバランスに留意する必要がある。 

≪平成６年改正前の姿（イメージ）≫ ≪平成６年改正後の姿（イメージ）≫

年金＋賃金

賃金

年金＋賃金

賃金

賃金が増えても、年金＋賃金は増加せず 賃金が増えれば、年金＋賃金が増加

＊ ① 在職中は、２割の年金を支給停止。賃
金と年金の合計額が22万円に達する
までは、賃金と年金（８割支給）は併給。 

  ② これを上回る賃金がある場合は、賃
金の増加２に対し、年金額を１停止。 

  ③ 賃金が34万円を超える場合は、さら
に、賃金が増加した分だけ年金を停止。 
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○ 60歳台後半にも、在職支給停止の仕組みを導入（ただし、60歳台前半より緩やかな支

給停止の仕組み）。 

具体的には次の仕組み 

① 基礎年金は支給停止せず、全額支給 

② 賃金と厚生年金との合計額が37万円に達するまでは、満額の厚生年金を支給 

③ これを上回る場合には、賃金の増加２に対して、年金額１を停止（60歳台前半のような

一律２割の年金の支給停止はない） 

（平成12年） 

 ＜『国民年金・厚生年金保険制度改正に関する意見』（平成10年10月９日年金審議会）＞ 

昭和60年改正において65歳を引退年齢と考え、また基礎年金との整合性を図る観点から65歳以

上の者は在職中であっても年金制度の被保険者とせず、年金は満額支給することとされた。しかし

ながら、少子・高齢化が進行し現役世代の負担が重くなっていることを考えれば、60歳台後半の在

職者に年金が満額支給されることは現役世代の理解を得にくいことから、厚生年金を適用し保険料

負担を求めるとともに、厚生年金（報酬比例部分）の支給も一定の制限を行うことが適当であると考

える。 

なお、具体的な制度の設計に当たっては、一定の経過期間を設けるとともに、賃金と年金を合わ

せた額が低い高齢者に対しては年金額が減額されないような方法を検討することが必要である。 
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○ 60歳台前半について、在職支給停止の仕組みを緩和。  

 ⇒ 一律に年金の２割を支給停止する仕組みを廃止。 

○ 70歳以上にも、60歳台後半と同様の在職支給停止の仕組

みを導入（ただし、保険料負担なし）。 

○ 65歳以後の老齢厚生年金の繰下げ支給制度の導入。 

（平成16年） 

＜『年金制度改正に関する意見』（平成15年９月12日社会保障審議会年金部会）＞ 

この仕組み（注：在職老齢年金制度）は、年金受給権を有する者の就労に抑制的に機能し、また、

就労する場合にも低賃金の就労を促進することとなり、高齢者の就労を阻害しない、働くことに中立

的な制度とするため、在職老齢年金の在り方を見直すことが求められている。 

今後、60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢が引き上げられる中で、報酬比

例部分のみの比較的低い額の年金を受給する者が多くなる。（中略）これらを考慮すると、働いて被

保険者となった場合、賃金や年金の額にかかわらず一律に年金の２割を支給停止する現行の仕組

みは廃止することが適当である。 

なお、現行制度において、年金と賃金の合計が２８万円を超える場合に、賃金が２増えれば年金

を１支給停止するという調整率の緩和や、この調整開始点を引き上げることについては、高所得者

のみが有利となり、望ましくない。 

賃金

年金＋賃金

《イメージ》太線が改正後の姿、点線太線が改
正前の姿（２割一律支給停止） 

２割 
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○６０歳～６４歳 ※図１を参照 
 ・ 賃金（ボーナス込み月収）と年金（定額部分（６５歳以降における基礎年金に相当）も含む） の

合計額が２８万円を上回る場合は、賃金の増加２に対し、年金額１を停止する。 
 ・ 賃金が４６万円を超える場合は、賃金が増加した分だけ年金を停止する。 
 ＊ 平成１６年改正により、在職中に一律２割の年金を停止していた仕組みを廃止。 
 ＊ 「２８万円」は、夫婦２人の標準的な年金額相当を報酬月額とする現役被保険者の平均月収

を基準として設定している。 
 ＊ 「４６万円」は、現役男子被保険者の平均月収を基準として設定している。 
 
○６５歳～６９歳 ※図２を参照 
 ・ 賃金（ボーナス込み月収）と厚生年金（報酬比例部分）の合計額が４６万円を上回る場合には、

賃金の増加２に対し、年金額１を停止する。（平成１２年改正で導入） 
 ＊ 基礎年金は支給停止の対象外であり全額支給する。 
 
○７０歳～ ※図２を参照 
 ・ ６５歳～６９歳と同じ取扱い（ただし、保険料負担はなし）。 
 ＊ 平成１６年改正前は支給停止を行わず、年金を全額支給していた。 

（※）いずれも、年金受給額は１０万円と仮定（図１では定額部分と
報酬比例部分の合計額、図２では報酬比例部分のみの額） 

賃金（ボーナ
ス込み月収） 

４６万円 

賃金と
年金月
額の合
計額 

０ 

２８万円 

（図１） 

１０万円 

（図２） 

賃金（ボーナ
ス込み月収） 

３６万円 

賃金と
年金月
額の合
計額 

０ 

４６万円 

１０万円 
（参考）　現行制度での在職老齢年金制度の適用状況

年金の一部または全部が支給停止されている者の数 支給停止されている額（総額）

６０歳～６４歳 約１２０万人 約１．０兆円

６５歳～ 約１０～２０万人 約０．１～０．２兆円
　　　　※平成21年度ベース（年金局調べ、推計値）

現行の在職老齢年金制度の仕組み 

○ 現行の在職老齢年金制度の仕組みについては、60歳台前半と後半で仕組みが異な
り、それぞれの仕組みにおいて支給停止されている額は下記のとおりとなっている。 

○ ただし、60歳台前半の者に支給される特別支給の老齢厚生年金については、支給
開始年齢が段階的に引き上がっているため、2025年以降、基本的には、60歳台前半
の者に対する支給停止の効果は、なくなる。 
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アメリカ イギリス ドイツ フランス 日本 

 
 

 

年
金
受
給
中
に
在
職
し
て
い
る
場
合
の
老
齢
年
金
の
取
扱
い 

（満額）支給開始年
齢前（繰上げ支給
時） 

年金支給開始年齢（66歳)と
なる前年（つまり62歳～65
歳）までは年収14,160ドル（約
115万円）を超える部分につ
いて就労収入2ドルにつき1ド
ルが減額。 
 
年金支給開始年齢(66歳)とな
る日の属する年で、当該日の
前の期間については年収
37,680ドル(約305万円)を超え
る部分について就労収入3ド
ルにつき1ドルが減額。 

賃金月額400ユーロ（約4
万7千円）を超える者の年
金給付は、賃金月額に応
じ満額年金の2/3、1/2、
1/3へ減額される。 

６５歳以上の労働者と満
額年金の受給権を有する
６０歳以上の労働者は、
労働収入に関係なく、満
額年金が支給される。 
 
上記の条件を満たさない
場合、年金額と賃金額の
合計が引退（年金支給開
始）直前の賃金額を越え
ない場合、年金額は減額
されない。 
※2007年1月から引退直
前の賃金が低水準な者に
ついては年金額と賃金額
の合計 額が 最低 賃金
(SMIC)の1.6倍まで就労し
ても年金額が減額されなく
なった。 

（60～64歳） 
賃金（ボーナス込み月収）と年金
の合計額が28万円を上回る場
合は、賃金の増加2に対し、年金
額1を停止。 
 
賃金（ボーナス込む月収）が46
万を超える場合には、賃金が増
加した分だけ年金を停止。 

 

（満額）支給開始年
齢後 
 

在職していても年金額は減
額されない。 
※1999年以前は（満額）支給
開始年齢から69歳までの年
金受給者が就労した際、年
金額が減額されていたが、
2000年1月に廃止。 
 

在職していても年金額は
減額されない。 

在職していても年金額は
減額されない。 
 

(65歳以上) 
老齢基礎年金 
 在職していても年金額は減額
されない。 
 
老齢厚生年金 
 賃金（ボーナス込み月収）と厚
生年金（報酬比例部分）の合計
額が46万を上回る場合には、賃
金の増加2に対し、年金額（報酬
比例部分）1を停止 

（資料出所）・ Social Security Programs Throughout the World : Europe,2008 / The Americas,2007 

       ・ The Mutual Information System on Social Protection ・「2005～2006年海外情勢報告」（厚生労働省2007年3月）ほか 

    ※換算レートは2011年7月20日現在の実勢レート（1ドル＝81円／1ポンド＝131円／1ユーロ＝117円）による。 

諸外国の仕組み 

○ 在職中に支給される老齢年金については、満額支給開始年齢前は繰上げ支給制度のないイギリスを除き、収入額に
よって減額される。 

○ 満額支給開始年齢後は、アメリカ、イギリス、ドイツは減額されないが、フランス、日本（老齢厚生年金）は収入額によって
減額される。 
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資料出所：「高年齢者の雇用・就業の実態に関する調査」（独立行政法人 労働政策研究・研修機構 2010年（平成22年）） 

老齢厚生年金を受給している者の就業意欲 

○ 老齢厚生年金の受給権者を対象とした就業調整の調査によれば、老齢年金の受給資格がありながら働いている60歳
台の男性の多くは、年金の支給停止を考慮せず就業している。 

平成16年 老齢厚生年金の受
給権がある  全く就業しないこ

とにしている  
就業時間や就業日
数を抑えている  

減額を考慮せずに
働いている  その他  不明 

 男性（計）  100.0% 23.6% 17.5% 36.4% 19.0% 3.4% 

  ６０～６４歳  100.0% 16.9% 19.4% 44.2% 16.8% 2.7% 

  ６５～６９歳 100.0% 31.7% 15.3% 27.0% 21.7% 4.3% 

平成21年  老齢厚生年金の受
給権がある  

  

全く就業しないこ
とにしている  

就業時間や就業日
数を抑えている  

減額を考慮せずに
働いている  その他  無回答    

 男性（計）  100.0% 17.3% 12.1% 37.8% 4.3% 28.5% 

  ６０～６４歳  100.0% 11.8% 12.2% 46.1% 3.7% 26.1% 

  ６５～６９歳 100.0% 23.2% 11.9% 28.9% 4.9% 31.0% 

資料出所：「高年齢者就業実態調査」（厚生労働省 2004年（平成16年）） 

（一律２割の支給停止の廃止：平成17年４月実施） 
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高年齢者雇用安定法に沿った高年齢者雇用確保
措置を実施済みの企業は138,142社中133,413社、
96.6％である。 

上記実施済み企業のうち、上限年齢は64歳が
10.1％、高年齢者雇用安定法の義務化スケジュール
を前倒しし、65歳以上を上限年齢とした企業（定年の
定めのない企業を含む。）は、89.9％である。 

上記実施済み企業のうち、定年の定めの廃止や
定年年齢の引上げの措置を講じたところは少なく、
83.3％が継続雇用制度を導入 

１ 

２ 

３ 

上記継続雇用制度を導入した企業のうち、希望者
全員を対象とする制度を導入したところは41．4％、 
制度の対象となる高齢者に係る基準を定めたとこ
ろは58.6％である。 

４ 

高年齢者雇用安定法第52条第１項により、事業主は、６月１日現在の定年及び継続雇用制度の状況等を厚生労働大臣に報告することと
されており、当該報告を提出した31人以上規模企業138,142社について、高年齢者雇用確保措置の実施状況等を集計 

※ 

平成２２年６月１日現在 

41.4% 

41.4% 

47.5% 

58.6% 

11.1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

希望者全員 

基準該当者 労使協定 

基準該当者 就業規則

等 

98.7% 

96.3% 

96.6% 

1.3% 

3.7% 

3.4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

うち301人以上 

うち31～300人 

全企業 

実施済み 

未実施 

84.4% 

90.5% 

89.9% 

15.6% 

9.5% 

10.1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

うち301人以上 

うち31～300人 

全企業 
65歳以上 

64歳 

0.6% 

3.1% 

2.8% 

6.1% 

14.8% 

13.9% 

93.3% 

82.1% 

83.3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

うち301人以上 

うち31～300人 

全企業 
定年の定めの

廃止 
定年の引上げ 

継続雇用制度

の導入 

企業における60歳以上の雇用確保措置 

○ 高年齢者の雇用確保措置については、定年の廃止や定年年齢の引上げにより対応した企業は少なく、継続雇用制度に
より対応した企業が８割以上。 
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資料出所「高年齢者の継続雇用の実態に関する調査（企業アンケート）結果」 
（独立行政法人 労働政策研究・研修機構 2007年4月） 

定年到達時と比べた年収水準 

○ 継続雇用される社員の年収水準を年金や公的給付などの受給も含めた額でみた場合、「定年到達時
の年収の６～７割程度」とする企業が最も多い。 
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資料出所「高年齢者の継続雇用の実態に関する調査（企業アンケート）結果」 
（独立行政法人 労働政策研究・研修機構 2007年4月） 

賃金水準決定に当たって特に考慮したポイント 

○ 「在職老齢年金の受給状況」は、継続雇用される高齢者の賃金水準を決めるに当たって、企業が特に
考慮した点として、「高年齢雇用継続給付の受給状況」と並び、上位に挙げられている。 
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○ 社会保障審議会年金部会「社会保障審議会年金部会における議論の中間的な整理－年金制度の将来的な見直しに向
けて－」（平成20年11月27日）より抜粋 

 

８．在職老齢年金の見直し  
○ ６０歳台前半の者に対する在職老齢年金（低在老）については、旧来退職による稼得能力の喪失を年金の支給要件とし

ていた仕組みの例外措置として、低賃金者に限って年金の一部支給を行うこととしたという経緯がある。  
   しかしながら、年金の支給開始年齢に到達しているにもかかわらず、働くことによって年金が支給停止されることは納得

できないという国民感情がある中で、現行制度に対する信頼性を確保するという観点からは、支給停止の基準を緩和する
ことなどが考えられ、これについて引き続き検討すべきである。  

○ ただし、この在職老齢年金の見直しを行うことで、どの程度の雇用促進効果があるか、また高齢者の所得水準の向上が
どの程度図られるかについては、これまでの累次の改正による効果も既に一定程度現れていると考えられることから、そ
れほど期待できないのではないかという意見や高年齢者雇用安定法による高年齢者雇用確保措置の実施状況を踏まえ
つつ慎重に検討する必要があるとの意見があった。  

○ 仮に見直しを行う場合には、年金制度が成熟し、保険料負担の実績に基づく給付を求める傾向が強まっていることに配
慮する必要がある。その一方で、６０歳台前半の年金は、支給開始年齢の引上げにより、２０３０年度までに廃止されるた
め、結果として特定の世代のみを対象とした見直しとなることにも留意する必要がある。このことから、現役世代の負担と
の均衡や年金財政への影響を踏まえつつ、支給停止の開始点である２８万円を一定程度緩和することも考えられる。  

○ なお、在職老齢年金の支給停止率（現行は賃金２の増加に対して年金１を停止する仕組み）を緩和することについては、
高所得者ほど改善効果が大きくなるため、適切でない。  

○ 在職老齢年金の支給停止額については、賃金だけでなく、不動産収入、事業収入、金融収入等の賃金以外の収入につ
いても含めて算定すべきとの意見があった。  

   また、受給権者自らが年金の支給開始年齢を選択し、生涯に支給される年金額が一定になるように選択に応じて各月
の支給額を調整する制度を導入することも検討に値するとの意見もあったが、これは実質的に在職老齢年金制度の廃止
や支給開始年齢の引上げと同様の効果があることに留意する必要がある。  

○ 見直しを行う場合における財源については、保険料負担で対応する場合には、年金財政の均衡を保つため、保険料負
担を引き上げるか給付水準を引き下げるかが必要となるが、現行の給付と負担の枠組みでは保険料率の上限と所得代
替率の下限が固定されていることにかんがみれば、標準報酬月額の上限の見直しなどの別途の財源対策が必要である。  

過去の議論の経緯等 
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２．社会保障・税一体改革成案における議論等 

・ 在職老齢年金について、就労意欲を抑制しているとの指摘があることから、60歳台前半の者
に係る在職老齢年金制度について、調整を行う限度額の引上げを検討することを厚生労働省
案として提出。  

 
・ これを踏まえて、社会保障・税一体改革成案においては、「在職老齢年金の見直し」について、

60歳代前半の者に係る調整限度額を60歳台後半の者と同じとすることを検討することとされた。 

 
・ 工程については、税制抜本改革とともに、2012年以降速やかに法案提出することとされた。 

 
 ※ 基礎年金の給付は変化しないため、税財源への影響はなく、すべて保険料財源。 
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３．在職老齢年金を見直す場合の主な論点 

〔基本的考え方〕  
○ 働きながら年金を受給する場合に、一定の年金額を調整する制度である在職老齢年金

が、就労意欲を抑制しているとの指摘について、どう考えるか。 
 

〔見直しの内容等〕 
○ 在職老齢年金の財源については保険料財源となるが、仮に、見直す場合には、年金財

政の均衡の観点から財源確保が必要となる。このことを踏まえ、60歳代後半の者の仕組
みと同様の調整限度額とすることでよいか。例えば、60歳台前半の高齢者の平均給与所
得額を参考に設定することについては、どう考えるか。 

 
○ 賃金と併せて年金を受給する高齢者は高所得者となることから、現役世代とのバランス

を確保するためには、どのようなことが必要か。 
 
○ 在職老齢年金の見直しによる高齢者雇用等への影響について、どう考えるか。 
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○ 働きながら年金を受給する場合に、一定の年金額を調整する制度である在職老齢年金が、
就労意欲を抑制しているとの指摘について、どう考えるか。 

・  在職老齢年金制度については、これまでも、高齢者の就労を阻害しないような配慮（賃金の
増加に応じて賃金と年金の合計額をなだらかに増加させる改正（平成６年）、一律に年金の２
割を支給停止する仕組みの廃止（平成16年））を行ってきているが、現在、実際に就労をどの
程度阻害しているのか。 

 
  （注） 平成16年改正前の仕組みでは、在職老齢年金が高齢者の就労を抑制しているとの分析（清家篤・山田篤裕「高

齢者就業の経済学」2004年）があるが、平成16年改正後の仕組みでは、就労抑制の効果は認められないとの分析
（山田篤裕「雇用と年金の接続－就業抑制と繰上げ受給に関する分析」2011年）もある。 

 
・  高い所得のある高齢者が年金を受給することについて、保険料の負担を行う現役世代との
バランスをどう考えるか。 

 
・  60歳台前半の在職老齢年金制度について、年金の支給停止が開始される現行の点（賃金
と年金の合計額が「28万円」超）は、主に、年金受給者とのバランスを考慮し設定されている
ものではあるが、働いている者とのバランスを考慮すべきではないか。 

 
・  在職老齢年金制度を廃止又は縮小した場合には、その分給付費が増加することとなるが、
年金財政に与える影響をどう考えるか。 
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○ 在職老齢年金の財源については保険料財源となるが、仮に、見直す場合には、年金財政の
均衡の観点から保険料財源の確保が必要となる。このことを踏まえ、60歳台後半の者の仕組
みと同様の調整限度額とすることでよいか。例えば、60歳台前半の高齢者の平均給与所得額
を参考に設定することについては、どう考えるか。 

・ 仮に、在職老齢年金制度を見直すこととした場合には、在職老齢年金の財源が保険料財源
であることから、年金財政の均衡の観点から保険料財源の確保が必要となる。 

 
・ 例えば、60歳台前半の者の在職老齢年金を廃止した場合には、約１兆円の給付増となる。
（保険料率換算0.5％相当） 

 
・ もしくは、60歳台後半の者の仕組みと同様に、賃金（ボーナス含む。）と年金額の合計額が
46万円を超えた場合に、年金額が支給停止されることとすると、約0.5兆円の給付増となる。
（保険料率換算0.2～0.3％相当） 

 
・ または、60歳台前半の高齢者の平均給与所得額である33万円を超えた場合に、年金額が
支給停止されることとすると、約0.2兆円の給付増となる。（保険料率換算0.1％相当） 

 
・ 60歳台前半の年金は、支給開始年齢の引上げにより原則2025年度（女子は2030年度）まで
に廃止されるため、結果として特定の世代（具体的には、現在51歳から60歳台前半の世代）の
みを対象とした見直しとなることにも留意する必要がある。 
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○ 賃金と併せて年金を受給する高齢者は高所得者となることから、現役世代とのバランスを確
保するためには、どのようなことが必要か。 

・ 就業意欲を阻害しない観点から、60歳台前半の者に対する在職老齢年金の仕組みを緩和
する方向で検討する場合であっても、給料と年金を合わせた収入が現役世代に比較して高水
準にあるような場合、保険料を負担している現役世代とのバランスを考慮する必要があるので
はないか。 

 
 

○ 在職老齢年金の見直しによる高齢者雇用等への影響について、どう考えるか。 

・ 現行の在職老齢年金制度を緩和することにより、高齢者の就労意欲が阻害されなくなり、高
齢者雇用が促進されることが想定されると考えるか。また、これを踏まえて、在職老齢年金制
度の見直しによる高齢者雇用等への影響について、どう考えるか。 
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